
■報告事項及び協議・調整事項結果 

 

●報告事項 

（１）新教育委員会制度と総合教育会議について 

  ・報告済 

 

●協議・調整事項 

（１）七飯町総合教育会議の運営について 

  ・七飯町総合教育会議運営要項について、原案のとおり了承。 

（２）七飯町教育大綱の策定について 

  ・七飯町教育振興基本計画（平成２４年１１月策定）を、教育大綱とする

ことで了承。対象期間は、平成２７年度限りとする。 

（計画期間が平成２７年度を最終年度としているため。） 

（３）公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等について 

  ・総合教育会議において協議を開始することで了承。 

 


